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衆
議
院
議
員
�
井
英
勝
君
提
出
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
除
染
に
当
た
っ
て
の
放
出
放
射
線
量
の
試

算
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
一
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
当
初
、
装
荷
さ
れ
て
い
た
ウ
ラ
ン
燃
料
の
号
機
ご
と
の
量
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
東
京
電
力
株
式
会
社
に
よ
る
と
、
同
社
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
第
一
号
機
か
ら
第
三
号
機
ま
で
の
各
号
機
に
つ

い
て
、
直
近
の
定
期
検
査
時
に
お
け
る
原
子
炉
の
起
動
の
際
に
装
荷
さ
れ
て
い
た
ウ
ラ
ン
の
重
量
は
、
第
一
号
機
で
六
万
五

千
七
百
二
十
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
第
二
号
機
で
九
万
千
五
百
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
第
三
号
機
で
九
万
千
三
百
三
十
一
キ
ロ
グ
ラ

ム
で
あ
る
。

（
二
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
事
故
発
生
時
ま
で
の
運
転
時
間
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
の
第
一
号
機
か
ら
第
三
号
機
ま
で
の
各
号
機
に
つ
い
て
、
直
近
の
定
期
検
査
時
に
お
け
る
原
子
炉
の
起
動
か
ら
平
成
二

十
三
年
三
月
十
一
日
の
事
故
発
生
時
ま
で
の
運
転
時
間
は
、
第
一
号
機
で
約
四
千
五
百
八
十
四
時
間
、
第
二
号
機
で
約
二
千

七
百
九
十
七
時
間
、
第
三
号
機
で
約
四
千
百
八
十
時
間
で
あ
る
。

一



（
三
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
核
分
裂
性
物
質
の
そ
れ
ぞ
れ
の
放
射
線
量
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
原
子
力

安
全
に
関
す
る
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
閣
僚
会
議
に
対
す
る
日
本
国
政
府
の
報
告
書
―
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
つ
い
て

―
」
（
平
成
二
十
三
年
六
月
原
子
力
災
害
対
策
本
部
決
定
。
以
下
「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
へ
の
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
大
気

中
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
、
最
も
放
出
量
が
多
い
と
さ
れ
る
事
故
発
生
後
約
四
日
間
に
係
る
解
析
の
結
果
等

を
取
り
ま
と
め
て
い
る
が
、
そ
の
解
析
の
前
提
と
し
て
、
原
子
炉
内
に
存
在
し
核
分
裂
を
起
こ
し
得
る
核
種
が
原
子
炉
か
ら

放
出
さ
れ
る
前
の
段
階
で
有
し
て
い
た
放
射
能
量
を
推
計
し
て
お
り
、こ
れ
に
つ
い
て
�
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
号
機
、

�
核
種
名
、
�
放
射
能
量
を
お
示
し
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�
第
一
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

3
8

�
四
千
百
四
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

3
9

�
六
百
十
四
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

4
0

�
六
百
二
十
九
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

4
1

�
二
十
五
万
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

3
8

�
四
千
五
百
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

二



�
第
二
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

3
9

�
七
百
七
十
五
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

4
0

�
七
百
五
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

4
1

�
三
十
万
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

3
8

�
五
千
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

3
9

�
八
百
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2
4
0

�
八
百
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

4
1

�
三
十
二
万
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

な
お
、
ウ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
解
析
を
行
っ
て
い
な
い
。

（
四
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
放
射
性
物
質
の
核
種
別
の
放
射
線
量
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
へ
の

報
告
書
に
お
い
て
推
計
し
て
い
る
原
子
炉
か
ら
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
放
射
能
量
に
つ
い
て
、
�
福
島
第
一

原
子
力
発
電
所
の
号
機
、
�
核
種
名
、
�
放
射
能
量
を
お
示
し
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�
第
一
号
機

�
キ
セ
ノ
ン1

3
3

�
三
百
四
十
万
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

三



�
第
一
号
機

�
セ
シ
ウ
ム1

3
4

�
七
百
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
セ
シ
ウ
ム1

3
7

�
五
百
九
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム8

9

�
八
十
二
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム9

0

�
六
・
一
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
バ
リ
ウ
ム1

4
0

�
百
三
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
テ
ル
ル1

2
7m

�
二
百
五
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
テ
ル
ル1

2
9m

�
七
百
二
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
テ
ル
ル1
3
1m
�
二
千
二
百
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
テ
ル
ル1

3
2

�
二
万
五
千
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
ル
テ
ニ
ウ
ム1

0
3

�
〇
・
〇
〇
二
五
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
ル
テ
ニ
ウ
ム1

0
6

�
〇
・
〇
〇
〇
七
四
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム9

5

�
〇
・
四
六
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
セ
リ
ウ
ム1

4
1

�
〇
・
四
六
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

四



�
第
一
号
機

�
セ
リ
ウ
ム1

4
4

�
〇
・
三
一
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
ネ
プ
ツ
ニ
ウ
ム2

3
9

�
三
・
七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

3
8

�
〇
・
〇
〇
〇
五
八
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

3
9

�
〇
・
〇
〇
〇
〇
八
六
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

4
0

�
〇
・
〇
〇
〇
〇
八
八
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2
4
1

�
〇
・
〇
三
五
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
イ
ッ
ト
リ
ウ
ム9

1

�
〇
・
三
一
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
プ
ラ
セ
オ
ジ
ウ
ム1

4
3

�
〇
・
三
六
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
ネ
オ
ジ
ウ
ム1

4
7

�
〇
・
一
五
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
キ
ュ
リ
ウ
ム2

4
2

�
〇
・
〇
一
一
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
ヨ
ウ
素1

3
1

�
一
万
二
千
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
ヨ
ウ
素1

3
2

�
十
三
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
ヨ
ウ
素1

3
3

�
一
万
二
千
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

五



�
第
一
号
機

�
ヨ
ウ
素1

3
5

�
二
千
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
ア
ン
チ
モ
ン1

2
7

�
千
七
百
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
ア
ン
チ
モ
ン1

2
9

�
百
四
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
一
号
機

�
モ
リ
ブ
デ
ン9

9

�
〇
・
〇
〇
二
六
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
キ
セ
ノ
ン1

3
3

�
三
百
五
十
万
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
セ
シ
ウ
ム1

3
4

�
一
万
六
千
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
セ
シ
ウ
ム1

3
7

�
一
万
四
千
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム8

9

�
六
百
八
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム9

0
�
四
十
八
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
バ
リ
ウ
ム1

4
0

�
千
百
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
テ
ル
ル1

2
7m

�
七
百
七
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
テ
ル
ル1

2
9m

�
二
千
四
百
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
テ
ル
ル1

3
1m

�
二
千
三
百
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

六



�
第
二
号
機

�
テ
ル
ル1

3
2

�
五
万
七
千
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
ル
テ
ニ
ウ
ム1

0
3

�
〇
・
〇
〇
一
八
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
ル
テ
ニ
ウ
ム1

0
6

�
〇
・
〇
〇
〇
五
一
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム9

5

�
十
六
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
セ
リ
ウ
ム1

4
1

�
十
七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
セ
リ
ウ
ム1

4
4

�
十
一
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
ネ
プ
ツ
ニ
ウ
ム2

3
9

�
七
十
一
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

3
8

�
〇
・
〇
一
八
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

3
9

�
〇
・
〇
〇
三
一
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

4
0

�
〇
・
〇
〇
三
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

4
1

�
一
・
二
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
イ
ッ
ト
リ
ウ
ム9

1

�
二
・
七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
プ
ラ
セ
オ
ジ
ウ
ム1

4
3

�
三
・
二
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

七



�
第
二
号
機

�
ネ
オ
ジ
ウ
ム1

4
7

�
一
・
三
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
キ
ュ
リ
ウ
ム2

4
2

�
〇
・
〇
七
七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
ヨ
ウ
素1

3
1

�
十
四
万
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
ヨ
ウ
素1

3
2

�
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
六
七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
ヨ
ウ
素1

3
3

�
二
万
六
千
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
ヨ
ウ
素1

3
5

�
七
十
四
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
ア
ン
チ
モ
ン1
2
7

�
四
千
二
百
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
ア
ン
チ
モ
ン1
2
9

�
〇
・
〇
五
六
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
モ
リ
ブ
デ
ン9

9

�
〇
・
〇
〇
一
二
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
キ
セ
ノ
ン1

3
3

�
四
百
四
十
万
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
セ
シ
ウ
ム1

3
4

�
八
百
二
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
セ
シ
ウ
ム1

3
7

�
七
百
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム8

9

�
千
二
百
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

八



�
第
三
号
機

�
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム9

0

�
八
十
五
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
バ
リ
ウ
ム1

4
0

�
千
九
百
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
テ
ル
ル1

2
7m

�
六
十
九
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
テ
ル
ル1

2
9m

�
二
百
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
テ
ル
ル1

3
1m

�
四
百
五
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
テ
ル
ル1

3
2

�
六
千
四
百
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
ル
テ
ニ
ウ
ム1
0
3

�
〇
・
〇
〇
三
二
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
ル
テ
ニ
ウ
ム1

0
6

�
〇
・
〇
〇
〇
八
九
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム9

5

�
〇
・
二
二
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
セ
リ
ウ
ム1

4
1

�
〇
・
二
二
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
セ
リ
ウ
ム1

4
4

�
〇
・
一
四
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
ネ
プ
ツ
ニ
ウ
ム2

3
9

�
一
・
四
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

3
8

�
〇
・
〇
〇
〇
二
五
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

九



�
第
三
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

3
9

�
〇
・
〇
〇
〇
〇
四
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

4
0

�
〇
・
〇
〇
〇
〇
四
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム2

4
1

�
〇
・
〇
一
六
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
イ
ッ
ト
リ
ウ
ム9

1

�
〇
・
四
四
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
プ
ラ
セ
オ
ジ
ウ
ム1

4
3

�
〇
・
五
二
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
ネ
オ
ジ
ウ
ム1

4
7

�
〇
・
二
二
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
キ
ュ
リ
ウ
ム2
4
2

�
〇
・
〇
一
四
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
ヨ
ウ
素1
3
1
�
七
千
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
ヨ
ウ
素1

3
2

�
〇
・
〇
三
七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
ヨ
ウ
素1

3
3

�
四
千
二
百
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
ヨ
ウ
素1

3
5

�
百
九
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
ア
ン
チ
モ
ン1

2
7

�
四
百
五
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
ア
ン
チ
モ
ン1

2
9

�
二
・
三
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

一
〇



�
第
三
号
機

�
モ
リ
ブ
デ
ン9

9

�
〇
・
〇
〇
二
九
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

ま
た
、
現
時
点
で
把
握
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
建
屋
か
ら
海
洋
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
放
射
能
量
に
つ
い
て
、

�
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
号
機
、
�
核
種
名
、
�
放
射
能
量
を
お
示
し
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�
第
二
号
機

�
ヨ
ウ
素1

3
1

�
二
千
八
百
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
セ
シ
ウ
ム1

3
4

�
九
百
四
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
二
号
機

�
セ
シ
ウ
ム1

3
7

�
九
百
四
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
ヨ
ウ
素1
3
1
�
〇
・
八
五
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
セ
シ
ウ
ム1

3
4

�
九
・
三
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

�
第
三
号
機

�
セ
シ
ウ
ム1

3
7

�
九
・
八
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

な
お
、
こ
れ
ら
の
放
射
性
物
質
の
大
気
中
及
び
海
洋
へ
の
放
出
は
、
お
尋
ね
の
「
燃
料
被
覆
管
の
破
損
」
に
よ
っ
て
直
ち

に
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
五
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
核
分
裂
性
物
質
の
核
種
別
の
放
射
線
量
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
大
気
中
に
放

一
一



出
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
量
に
つ
い
て
は
、
事
故
発
生
後
約
四
日
間
に
係
る
推
定
に
よ
る
値
で
あ

り
、
現
時
点
ま
で
の
放
出
量
に
係
る
推
定
は
行
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
各
号
機
に
現
存
す
る
放
射
能
量
に
つ
い
て
お
答
え

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
六
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
大
気
中
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
中
で
、
森
林
と
田
畑
と
住
宅
地
、
お
よ
び
海
洋
に
降
下
し
た
量
」
が

何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
森
林
、
田
畑
、
住
宅
地
及
び
海
洋
に
降
下
し
た
放
射
性
物
質
の
総
量
の
比

率
の
試
算
に
つ
い
て
は
行
っ
て
い
な
い
。

（
七
）
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
除
染
は
直
ち
に
取
り
組
む
必
要
の
あ
る
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
平
成
二
十
三
年
三
月

十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環

境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
一
一
〇
号
）
に
基
づ
く
除
染
等
の
措
置
等
が
実
施
さ

れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
も
、
「
除
染
に
関
す
る
緊
急
実
施
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日
原
子
力
災
害
対

策
本
部
決
定
）
に
基
づ
き
、
関
係
す
る
地
方
自
治
体
や
地
域
住
民
と
連
携
し
て
、
空
間
線
量
等
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
を
踏

一
二



ま
え
、
迅
速
か
つ
効
果
的
な
除
染
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

一
三



平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
一
日

（
第
百
七
十
七
回
国
会
答
弁
の

四
二
三
）

正

誤

衆
議
院
議
員
�
井
英
勝
君
提
出
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
除
染
に
当
た
っ
て
の
放
出
放
射
線
量
の
試
算
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
印
刷
物
中

四
ぺ
ー
ジ

八
行

「
九
十
五
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
千
二
百
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。

〃

九
行

「
七
百
四
十
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
万
五
千
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。

五
ペ
ー
ジ

十
二
行

「
四
百
五
十
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
三
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。

〃

十
三
行

「
六
百
五
十
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
万
二
千
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。

六
ペ
ー
ジ

一
行

「
六
百
十
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
千
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。

〃

三
行

「
百
六
十
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
四
十
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。

〃

四
行

「
〇
・
〇
〇
〇
〇
八
一
」
と
あ
る
の
は
、
「
〇
・
〇
〇
二
六
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。

〃

十
三
行

「
〇
・
〇
五
四
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
千
三
百
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。

七
ペ
ー
ジ

一
行

「
〇
・
四
二
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
万
七
千
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。 一

四



八
ペ
ー
ジ

四
行

「
〇
・
九
六
」
と
あ
る
の
は
、
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
六
七
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。

〃

五
行

「
一
・
四
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
万
六
千
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。

〃

六
行

「
一
・
三
」
と
あ
る
の
は
、
「
七
十
四
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。

〃

八
行

「
〇
・
〇
八
九
」
と
あ
る
の
は
、
「
〇
・
〇
五
六
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。

〃

九
行

「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
一
」
と
あ
る
の
は
、
「
〇
・
〇
〇
一
二
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。

九
ペ
ー
ジ

五
行

「
一
・
八
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
百
五
十
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。

〃

六
行

「
十
四
」
と
あ
る
の
は
、
「
六
千
四
百
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。

一
〇
ペ
ー
ジ

九
行

「
十
八
」
と
あ
る
の
は
、
「
〇
・
〇
三
七
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。

〃

十
行

「
二
十
六
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
千
二
百
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。

〃

十
一
行

「
二
十
四
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
九
十
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。

〃

十
三
行

「
三
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
・
三
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。

一
一
ペ
ー
ジ

一
行

「
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
六
七
」
と
あ
る
の
は
、
「
〇
・
〇
〇
二
九
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
。

一
五


